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                                                         平成１５年８月１８日 

 

市町村長 殿 

 

                                                  関川流域委員会委員長 

                                                  （東京大学大学院教授） 

                                                     小池 俊雄 

 

関川及び水に対する意識調査（アンケート）への協力依頼について 

 

謹啓  貴職におかれましてはますます御清祥のこととお喜び申し上げます。 

  さて、関川流域委員会（事務局：国土交通省高田河川国道事務所）は、関川水系の河川

整備計画検討に向けて、関川に造詣(けい)の深い学識経験者等が意見を述べることを目的

に平成 13 年に設置されたものです。 

 当委員会では、現在、提言に向けた議論を重ねておりますが、流域住民の関川及び水に

対する意識を調査することが重要であることから、アンケートを実施することを考えてお

ります。（アンケートの対象世帯は、自治会(町内会、区等)単位で関川からの距離などを勘

案して抽出する予定です。） 

 つきましては、本アンケートを周知するため貴市町村広報に別紙の紹介記事を掲載して

いただくとともに、対象となる自治会への依頼文書・アンケート用紙の配付等にご協力い

ただけましたら幸いに存じます。 

 なお、アンケート結果は、後日ホームページ等を通じて公表する予定です。 

 最後になりましたが、貴職及び貴市町村のますますのご発展を祈念いたします。 

                                                                      敬具 

 

 

 

○お問合せ先（事務局）                         

  〒９４３－０８４７                         

   上越市南新町３番５６号                   

     国土交通省 高田河川国道事務所 調査第一課  板垣、横山、谷               

       TEL ０２５－５２１－４５４０           

       FAX ０２５－５２２－３８６６           

        e-mail  yokoyama-y84cy@hrr.mlit.go.jp  



別紙 

関川流域の住民意識調査にご協力を 

－『人と川の健全で文化的な関係づくり』を目指して－ 

 関川流域委員会 

  

  平成９年に河川法が改正され、流域の住民の皆さんと行政の河川

管理者とが協力して、『人と川との健全で文化的な関係づくり』を目

指す取り組みが全国で始まっています。このために、流域住民の皆

さんが相互に河川の防災や環境に対する認識を共有して合意を形成

し、河川管理者と協力して河川整備計画に住民の意思を反映してい

くことが望まれております。 

  国土交通省北陸地方整備局によって平成１３年に設置された『関

川流域委員会』では、まず流域住民の皆さんの『関川や水に対する

意識』を明らかにしたいと考え、このほどいくつかの町内会を抽出

し意識調査を実施することにいたしました。（10 月頃実施の予定）

『関川流域における水の基本的な考え方』を把握するために、関連

市町村、抽出された町内の皆さんの温かいご協力をお願いいたしま

す。 

○ お問い合せ先  

関川流域委員会 事務局 

 国土交通省 高田河川国道事務所 調査第一課 板垣、横山、谷 

 電話０２５－５２１－４５４０ 


